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一

船
舶
の
名
称
、
総
ト
ン
数
、
用
途
、
航
行
区
域
又
は
従
業
制
限
及
び
最
大
搭
載
人
員

二

就
航
航
路

三

搭
載
す
る
救
命
艇
等
の
種
類
及
び
数

四

当
該
許
可
に
係
る
航
海
に
お
い
て
搭
載
す
る
人
員
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
係
る
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

五

膨
脹
式
救
命
い
か
だ
へ
の
海
員
及
び
旅
客
の
誘
導
及
び
乗
艇
並
び
に
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
の
運
航
に
関
し
安
全
確
保
の
た
め
講
じ
ら
れ
た
特
別
の

措
置
の
概
要
（
第
三
項
の
規
定
に
係
る
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

六

減
じ
よ
う
と
す
る
救
命
艇
手
の
員
数

七

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
航
海
の
期
間
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
係
る
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

第
四
条

次
の
各
号
の
要
件
に
適
合
す
る
者
以
外
の
者
は
、
救
命
艇
手
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

年
齢
十
八
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
八
十
三
条
の
健
康
証
明
書
を
受
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

遠
洋
区
域
若
し
く
は
近
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
（
旅
客
船
に
あ
つ
て
は
、
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
乙

区
域
若
し
く
は
甲
区
域
（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
別
表
第
一
の
配
乗
表
の
適
用
に
関
す

る
通
則
１
２
又
は
１
３
の
乙
区
域
又
は
甲
区
域
を
い
う
。
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
従
業
す
る
総
ト
ン
数
五
百

ト
ン
以
上
の
漁
船
に
一
年
以
上
甲
板
部
の
職
員
又
は
部
員
と
し
て
乗
り
組
ん
だ
者

ロ

イ
の
船
舶
以
外
の
船
舶
に
二
年
以
上
甲
板
部
の
職
員
又
は
部
員
と
し
て
乗
り
組
ん
だ
者

ハ

船
舶
に
、
前
条
第
一
号
の
試
験
に
あ
つ
て
は
三
年
、
同
条
第
二
号
の
試
験
に
あ
つ
て
は
一
年
以
上
乗
り
組
ん
だ
者

（
救
命
艇
手
資
格
の
認
定
）

第
七
条

地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
要
件
に
適
合
す
る
者
で
あ
つ
て
救
命
艇
手
と
し
て
の
業
務
を
遂
行
す
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
、
法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
を
行
う
。

一

年
齢
十
八
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
八
十
三
条

の
健
康
証
明
書
を
受
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

船
舶
に
六
月
以
上
乗
り
組
ん
だ
者
で
あ
る
こ
と
。

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
海
技
士
（
航
海
）
、
海
技
士
（
機
関
）
、
海
技

士
（
通
信
）
（
船
員
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
職
員
法
の
規

定
に
よ
り
現
に
受
け
て
い
る
海
技
免
許
に
相
当
す
る
海
技
従
事
者
の
免
許
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
又
は
海
技
士
（
電
子
通
信
）
の
資
格
に
係
る
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海
技
士

ロ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い
て

、
救
命
艇
の
操
作
に
関
す
る
教
科
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

ハ

海
技
大
学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
、
海
員
学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機

構
、
海
上
保
安
大
学
校
、
海
上
保
安
学
校
又
は
水
産
大
学
校
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
を
卒
業
し
た
者

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ホ

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
講
習
で
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「

登
録
講
習
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
（
限
定
救
命
艇
手
に
限
る
。
）

（
救
命
艇
手
適
任
証
書
）

第
九
条

救
命
艇
手
適
任
証
書
の
様
式
は
、
限
定
救
命
艇
手
以
外
の
救
命
艇
手
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
五
号
様
式
、
限
定
救
命
艇
手
に
関
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
第
六
号
様
式
と
す
る
。

○

船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
第
一
種
船
」
と
は
、
国
際
航
海
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
の
国
際
航
海
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
従
事
す
る
旅
客
船
を
い
う
。

２
～
７

（
略
）

（
救
命
艇
及
び
救
命
い
か
だ
）

第
四
十
八
条

第
一
種
船
に
は
、
次
に
掲
げ
る
救
命
艇
及
び
救
命
い
か
だ
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
舷
に
、
最
大
搭
載
人
員
の
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
収
容
す
る
た
め
十
分
な
救
命
艇

二

各
舷
に
、
最
大
搭
載
人
員
の
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
収
容
す
る
た
め
十
分
な
救
命
艇
又
は
救
命
い
か
だ

三

最
大
搭
載
人
員
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
収
容
す
る
た
め
十
分
な
救
命
い
か
だ

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
に
備
え
付
け
る
救
命
い
か
だ
は
、
自
動
復
原
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
、
両
面
膨
脹
式
救
命
い

か
だ
、
自
動
復
原
固
型
救
命
い
か
だ
又
は
両
面
固
型
救
命
い
か
だ
（
以
下
「
自
動
復
原
救
命
い
か
だ
等
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
最
大
搭
載
人
員
の
数
か
ら
救
命
艇
に
収
容
で
き
る
人
員
の
数
を
引
い
て
得
た
数
の
人
員
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
収
容
す
る
た
め
十
分
な
自
動
復
原

救
命
い
か
だ
等
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
救
命
い
か
だ
に
追
加
し
て
備
え
付
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
救
命
い
か
だ
は
、
進
水
装
置
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
又
は
進
水
装
置
用
固
型
救
命
い
か
だ
（
以
下
「
進
水
装
置
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用
救
命
い
か
だ
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
救
命
い
か
だ
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

水
面
上
四
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
甲
板
上
か
ら
乗
り
込
む
救
命
い
か
だ

二

当
該
救
命
い
か
だ
の
定
員
分
の
人
員
が
三
十
分
以
内
に
乗
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
降
下
式
乗
込
装
置
に
よ
り
乗
り
込
む
救
命

い
か
だ

（
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
第
一
種
船
に
対
す
る
緩
和
）

第
五
十
五
条
の
三

沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
第
一
種
船
に
つ
い
て
は
、
管
海
官
庁
は
、
適
当
と
認
め
る
程
度
に
応
じ
て
第
二
十
五
条
第
五
項
、
第

四
十
八
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


